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①譲渡申込
譲渡申込者は、町へ申

請書及び同意・誓約書を
提出する。

②確認・決定通知
申込内容や機械等の状態

を確認し、町HPへの情報掲
載決定後、譲渡申込者へ決
定通知書を送付する。

③情報掲載
譲渡情報を町HPに掲載

する。

④譲受申込
譲受希望者は、譲受を

希望する農機具等につい
て、町へ連絡する。

⑤譲受希望者の連絡
町から譲渡申込者に対し

て、譲受希望者の氏名・電
話番号を連絡する。
※交渉等についての連絡は
譲受希望者から行う。

⑥連絡先の報告
町から譲渡申込者の連

絡先を伝える。

⑦現物確認・交渉
譲受希望者から譲渡申込者へ連絡を

とり、現物の確認や契約内容などの交
渉を行う。※町は一切関与しない。

⑧譲渡
契約内容が決まり次第、譲渡申込者

から譲受希望者へ譲渡する。

⑨完了報告
譲渡申込者は町に完完

了報告書を提出する。
町はHPに掲載している

譲渡者情報を削除する。


